
令和５年度 埼玉県地域両立支援推進チーム会議 議事次第（案） 

 

日時：令和 5年 9月 11 日 14：00～16：00 

場所：埼玉労働局雇用保険説明会場 

（ オ ン ラ イ ン 併 用 ） 

 

１ 埼玉労働局長挨拶 

 

２ 議題 

（１）埼玉県の治療と仕事の両立支援に関する取組状況について 

（２）埼玉県地域両立支援推進チームの取組について 

（３）埼玉県地域両立支援推進チーム構成員の取組について 

（４）その他 

 

＜資料＞ 

資料１   埼玉県の治療と仕事の両立支援に関する取組状況 

資料２   埼玉県地域両立支援推進チームの取組 

資料３－１ 埼玉産業保健総合支援センターの取組 

資料３－２ 埼玉県若年性認知症サポートセンターの取組 

資料３－３ 埼玉県保健医療部疾病対策課の取組 

参考資料１ 埼玉県地域両立支援推進チームの取組に関する計画 

参考資料２ 埼玉県地域両立支援推進チーム規約 

参考資料３ 相談窓口リーフレット 
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資料１ 埼玉県の治療と仕事の両立支援に関する取組状況

令和５年度「埼玉県地域両立支援推進チーム」会議 ９月11日（月）14：00 ～ 16：00

資料１
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埼玉県の治療と仕事の両立支援に関する取組状況

 埼玉第14次労働災害防止計画で定めるアウトプット指標（事業場の安全衛生活動実

施状況）を把握するため自主点検を実施

2

埼玉労働局が労働基準行政システムで把握する事業場情報から、12,015の事業場を無作為抽出

した事業場あてハガキを3月31日に郵送し、ハガキに印字した二次元コードを読み取り、オンラ

インで4月10日までに報告する方式により実施した。

点検方法等

調査対象数：12,015 調査不能数：2,559

有効回答数：1,372 有効回答率：11.4％

有効回答率

 事業場概要（規模等）

 労働災害発生状況

 安全衛生活動実施状況（リスクアセスメントの実施状況を含む）

点検内容
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埼玉県地域両立支援推進チームの取組

課題把握×計画策定, 

385, 28%

課題把握のみ, 

727, 53%

課題把握していない, 

260, 19%

健康課題を把握し、これを踏まえた具体的

な推進計画の策定を行っていますか。

n=1372

設問

貴事業場で把握している健康課題の内容を

教えてください（複数選択可）n=1112

設問

49.0%

51.3%

52.9%

23.0%

31.2%

22.6%

18.6%

21.0%
42.2%

22.8%

21.4%

25.1%

28.6%

51.6%

10.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

全般的な疾病の発生予防

生活習慣病等の重症化予防

メンタルヘルス不調等のストレス関連疾患

労働者の生産性の低

健康状態を起因とする労働災害

高齢者特有の健康関連課題への対応

女性特有の健康関連課題への対応

休職後の職場復帰、治療と仕事の両立

労働時間の適正化、ワークライフバランス

食生活

運動

睡眠

喫煙

感染症予防

化学物質等の健康管理
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埼玉県地域両立支援推進チームの取組

貴事業場において、健康保持増進対策として取り組んでいるものを教えてください。（複数選択

可）n=1372

設問

68.4%

12.4%

25.6%

23.0%

25.5%

48.8%

17.3%

28.3%
26.3%

56.0%

23.7%

42.8%

11.2%

13.6%

13.9%

8.0%

12.0%

7.3%

11.7%

34.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

任意健診・検診の受診勧奨

管理職教育

全労働者に対する教育

労働時間の適正化を図るための対策

勤務間インターバル制度の導入

休暇の取得促進

職場内のコミュニケーションを活性化するための取組

治療と仕事の両立支援（相談体制の整備）

治療と仕事の両立支援（治療に配慮した勤務制度・休暇制度の導入）

健康診断結果に基づく保健指導

健康管理が必要な者に対する指導・支援・相談

メンタルヘルス対策（ストレスチェックを含む）

生産性の低下（欠勤、居眠り、集中力の低下等）を防止する取組

高齢者特有の健康関連課題に対する支援

女性特有の健康関連課題に対する支援

食生活の改善支援

運動習慣の定着支援

睡眠に関する支援

喫煙習慣の改善に関する支援

感染症予防に関する支援
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資料２ 埼玉県地域両立支援推進チームの取組

令和５年度「埼玉県地域両立支援推進チーム」会議 ９月11日（月）14：00 ～ 16：00

※資料中、チーム構成員名称は次のとおり略している

連合：日本労働組合総連合会 経協：埼玉県経営者協会 医社：埼玉県医療社会事業協会

県が：埼玉県立がんセンター 県医：埼玉県医師会 産カ：日本産業カウンセラー協会北関東支部

若サ：埼玉県若年性認知症サポートセンター 県社：埼玉県社会保険労務士会 産保：埼玉産業保健支援センター

キャ：日本キャリア開発協会 県疾：埼玉県保健医療部疾病対策課 県多：埼玉県産業労働部多様な働き方推進課

局 ：埼玉労働局

資料２
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埼玉県地域両立支援推進チームの取組

取組事項 計画記載事項 実施事項（実施者） 今後の予定

（１）各種
支援施策の
周知媒体の
作成・連携
体制の構築

① 推進チームの各構成員が実施する各種支援

施策をとりまとめた「治療と仕事の両立支

援のための相談窓口」のリーフレット・ポ

スターを随時更新する。
② 推進チームの取組の発信力を強化するため、

情報の一元化を図り、埼玉産業保健総合支

援センターのホームページ内に両立支援推

進チームの特設ページを作成する。構成員

は同特設ページのリンクを設定する。
③ 相談を受けた構成員が相談内容を踏まえて、

他の支援機関に適切につなぐことができる

よう相談窓口の担当者連絡先一覧を整備す

るなど、相談者の利便性向上につながる支

援機関の連携策を検討し、支援機関の連携

を強化する。

① 相談窓口をまとめたリーフレットを作

成した（相談機関をもつ構成員）。同

リーフレットを周知した。（医社、県

社、県医、局）

② 埼玉産業保健総合支援センターのHPに
両立支援のページを作成し掲載した。

チーム構成員のHPに同ページのリンク

を掲載した。（局、経協、県多）

③ 相談窓口の担当者連絡先一覧を整備し

た（事務局とりまとめ）。相談窓口で

の相談対応を実施するとともに、同窓

口の周知を行った（相談機関をもつ構

成員）。

① リーフレットの随時

更新を行う

② チーム構成員が実施

する取組をチーム構

成員のネットワーク

を通じて周知に協力

する
③ 相談者の利便性向上

につながる支援機関

の連携策を検討し、

支援機関の連携を強

化

（２）好事
例の収集

① 構成員が支援に携わった企業・団体の中で

好事例があれば、当事者の了承を得た上で

構成員に共有する。

② 原則、報告した構成員が取材の内諾を得て、

取材日程等の調整を行う。

③ 構成員に対し参加希望者を募り、訪問取材

を行う。

④ 事務局のとりまとめで好事例集を作成する。

⑤ 「治療と仕事の両立支援ナビ」ポータルサ

イトへの掲載依頼を行うとともに、上記

（１）の各種支援施策の一つとして発信す

る。

①～③ 本田技研工業株式会社寄居工場の現

場視察を実施した。（局、県疾）

⑤ 事例掲載を依頼した。現在、厚生労働省

本省において掲載準備中。

①～③ 毎年１件以上の現

場視察を実施し、好

事例を収集

④ これまでチームで収集

した好事例をまとめた好

事例集を作成（事務局）
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埼玉県地域両立支援推進チームの取組

取組事項 計画記載事項 実施事項（実施者） 今後の予定

（３）セミ
ナー・イベ
ントの開催

① 各構成員が開催する両立支援を主題

としない既存セミナー・イベントを

活用しリーフレットを配布する等に

より周知する。

② 各構成員が開催する両立支援を主題

とする既存セミナー・イベントにつ

いて、推進チームの取組を強力に発

信するため、推進チーム主催として

のセミナー・イベントの開催を検討

する。

③ 上記の各種セミナー・イベントを通

じ、労働者（患者）向けの各種支援

施策に加え、事業者向けの両立ガイ

ドライン、病気休暇制度の普及、上

記（２）で作成する好事例の周知を

図る。

① ・メンタルヘルスセミナー（連合）

・産業医研修会（県医）

・各種講演会（県が）

・企業向け若年性認知症セミナー（県若）

・自立支援ネットワーク研修（県若）

・埼玉県労働セミナー（県多）
・健康経営セミナー（健康経営埼玉推進協

議会主催）

・安全衛生大会（各事業者団体主催）

で両立支援の取組を周知した。
② ・がん治療と仕事の両立支援スキルアップ

セミナー（産カの本部）
・両立支援コーディネーター事例検討会

（産保）

で両立支援の取組を周知した。
③ 上記の各種セミナー・イベントを通じ、労

働者（患者）向けの各種支援施策に加え、

事業者向けの両立ガイドライン、病気休暇

制度の普及に関する周知を実施した。

① 同左

② 推進チーム主催としてのセ

ミナー・イベントの開催を

検討する

③ 上記（２）で作成する好事

例集を各種セミナー・イベ

ントで周知する

（４）健康
経営施策と
の連携

① 埼玉県内の各種健康経営認定制度と

両立支援の連携など、埼玉県内の各

種健康経営施策との連携を検討する。
② 健康経営施策と連携することにより、

健康経営の推進と合わせて両立支援

の推進を図る。

① 埼玉県及び全国健康保険協会埼玉支部の健

康経営認定等に係る基準について、治療と

仕事の両立支援に関する条件を追加した。

（局）
② ・変更した基準のもと、健康経営を推進し

た（健康経営埼玉推進協議会）。

・産保の両立支援リーフレット8,000部を
全国健康保険協会埼玉支部を通じて配布し

た。

健康経営施策との更なる連携を

検討し、両立支援を推進する
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埼玉県地域両立支援推進チームの取組

取組事項 計画記載事項 実施事項（実施者） 今後の予定

（５）その
他の取組

－  個別支援を通じあらゆる機関と連携（若

サ）
 埼玉県疾病対策課が実施する「がん検診受

信促進宣言事業所登録制度」について県と

協定する企業を通じてチラシを配布した

（県疾）。

－



両立支援に関する取組について

令和5年9月１1日

埼玉産業保健総合支援センター

独立行政法人労働者健康安全機構

shigenohkta
フリーテキスト
　資料３－１



「両立支援推進チーム」の取組について

「両立支援推進チーム特設ページ」に変更中

2/10



「両立支援推進チーム」の取組について

3/10



治療と仕事の両立支援に関する取組の報告

①

③

②

働き方改革実行計画（平成29年３月28日 働き方改革実現会議決定） 抜粋

・治療と仕事の両立に向けて、主治医、会社・産業医と、患者に寄り添う両立支
援コーディネーターのトライアングル型のサポート体制を構築する。
→ 治療と仕事の両立が普通にできる社会を目指す

埼玉産業保健総合支援センターの取組報告
①事業場・産業医向けの取組み
②医療機関に対する取組み
③両立支援コーデネーターの養成

4/10



①事業場・産業医向けの取組み

5/10

両立支援促進員が事業場を訪問し、治療と仕事の両立を実現するための社内制度の整
備（特別休暇制度、時間単位年次有給休暇等）、就業規則の見直し等を支援



①事業場・産業医向けの取組み

治療と仕事の両立に関する相談及び支援件数 （単位：件）

項目 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
R5年度

(4～7月）

相談 70 65 93 59 27

個別訪問支援 34 66 65 11 9

個別調整支援 9 1 1 0 0

治療としごとの両立支援リーフレット等の送付

令和5年5月30日
埼玉県内の労働者100名～300名の事業場
（大企業除く）

約1,000

令和5年7月27日 協会けんぽ埼玉支部 約8,000

令和5年９月1日
埼玉県内の労働者50名～99名の事業場
（大企業除く）

約1,500

令和5年4月～8月 産業保健総合支援センター主催の講習会で周知を実施

6/10



①事業場・産業医向けの取組み

産業医等に対する研修

令和5年６月１４日
ダイバーシティ＆インクルージョン時代の産業保健
活動～治療と職業生活の両立支援を含めて～

45名

令和5年１２月10日予定 治療と仕事の両立支援ー主治医意見書の作成ー 60名予定

① 労働者から、主治医に対して、業務内容等を記
載した書面を提供

② 主治医から、就業継続の可否や就業上の措置、 
治療への配慮等について意⾒書を作成

③ 職場における両⽴⽀援の検討と実施
 事業者は、主治医、産業医等の意⾒を勘案し、労

働者本人と十分に話合った上で、就業継続の可否、
具体的な措置（作業転換等）や配慮（通院時間の確
保等）の内容を決定・実施

個別の両立支援の進め方

7/10



②医療機関に対する取組み

両立支援相談窓口一覧（開設意向含む）

病院名 開設年月 開設日時

獨協医科大学埼玉医療センター 平成30年7月 随時

戸田中央総合病院 令和5年7月 随時

春日部市立医療センター 開設意向 未定

独立行政法人国立病院機構埼玉病院 開設意向 未定

※窓口設置病院には定期的に両立支援コーディネーターを派遣し、連携強化を図る。
がん拠点病院以外も窓口設置希望際の連絡先をHP等に記す。
上記以外の埼玉県内のがん拠点８病院に再度依頼

１ (独)労働者健康安全機構が連携する両立支援窓口設置の病院数
全国 ３６４病院
神奈川県   ３２病院
千葉県  １４病院
埼玉県    ２病院

２ セミナー
⑴令和４年９月２７日 治療と仕事の両立支援ー主治医意見書の作成ー

 防衛医科大学病院
⑵令和４年１１月２９日 治療と仕事の両立支援セミナー両立支援の取組事例

 オンラインセミナー
8/10



https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/2126/Default.aspx

③両立支援コーデネーターの養成(労働者健康安全機構）

9/10



両立支援コーディネーターのための事例検討会実施状況

年度 実施日 開催時間 テーマ等 開催方法 労災病院との連携・講師

令和5年度 令和6年1月26日(金）予定
14：00～
16：00

事例検討会・交流会 実地
東京労災病院治療就労両立支援セン
ターMSW・講師

〃 令和5年8月30日(火）
14：00～
16：00

事例検討会
Zoom 

Meeting
東京労災病院治療就労両立支援セン
ターMSW・講師

令和4年度 令和5年2月7日(火）
14：00～
16：00

事例検討会・交流会 〃 両立支援促進員・講師

令和3年度 令和4年2月19日(土）
14：00～
16：00

事例検討会 〃 両立支援促進員・講師

両立支援事例検討会

１ 目的

両立支援コーディネーターのための事例検討会は、両立支援コーデネーター基礎研修
の修了者に対して、各地域の両立支援コーデネーターの能力向上、個々のスキルアッ
プを目的とする。そのため、経験年数等を問わず参加できるようなグループワーク形
式で実施する。

２ 主催

産業保健総合支援センター

３ 参加者

所轄の都道府県に勤務又は在住している基礎研修の修了者

③両立支援コーデネーターの養成
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両立支援推進チーム特設ページ （最新版） 

両立支援相談窓口のご案内 

治療と仕事の両立支援を推進するため、県内のがん診療連携拠点病院等に、埼玉産業保健総合支援セン

ターの両立支援コーディネーター（両立支援促進員、保健師等）を派遣する相談窓口の開設を進めていま

す。 https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1015/Default.aspx 

 

病院名 電話番号 

獨協医科大学埼玉医療センター 

越谷市南越谷 2-1-50 
048-965-1111 

戸田中央病院 

戸田市本町 1-19-3 
048-442-1111 

※窓口の開設を希望する医療機関の方は、埼玉産業保健総合支援センターまでご連絡をお願いします。 

全国の両立支援相談窓口開設病院 

https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/map.html 

 

埼玉県地域両立支援推進チーム （埼玉労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/chiryou_syokugyou_ryouritu.html 

 

埼玉県内の実情に応じた両立支援を効果的に進めるため、使用者団体や労働者団体のほか、医療機関、

県の関係部局等の様々な両立支援の関係者が参集し、チームを設置したものです。 

 

埼玉県地域両立支援推進チームリーフレット（埼玉労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ryoritu-sien-team.html 

 

治療と仕事の両立支援について（埼玉労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/chiryou_syokugyou_ryouritu.html 

 

相談支援機関（埼玉県地域両立支援推進チーム） 

相談窓口名称 担当者所属 電話番号 

埼玉労働局総合労働相談コーナー 

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-

roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan.html 

 

埼玉労働局雇用・環

境均等室 

048-600-

6262 

https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1015/Default.aspx
https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/map.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/chiryou_syokugyou_ryouritu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/chiryou_syokugyou_ryouritu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ryoritu-sien-team.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/chiryou_syokugyou_ryouritu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/chiryou_syokugyou_ryouritu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan.html


仕事と生活の両立支援相談窓口 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0815/rodo/seikatsu-ryouritsu/index.html 

 

埼玉県産業労働部

多様な働き方推進

課 

048-830-

4515 

がんワンストップ相談 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantiryoutosigotonoryouritusien.html 

 

埼玉県保健医療部

疾病対策課 

048-830-

3651 

がん相談支援センター 

埼玉県立がんセンタ

ー患者サポートセン

ター 

048-722-

1111 

埼玉産業保健総合支援センター相談窓口 

https://www.saitamas.johas.go.jp/consultation/consultation05.html 

 

埼玉産業保健総合

支援センター 

048-829-

2661 

埼玉県社会保険労務士会総合労働相談所・ 

年金相談センター 

https://www.saitamakai.or.jp/soudan/sogo.html 

 

埼玉県社会保険労

務士会 

048-826-

4860 

埼玉県若年性認知症サポートセンター 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesaku/jakunen.html 

 

埼玉県・さいたま市

若年性認知症 

サポートセンター 

048-814-

1212 

日本産業カウンセラー協会北関東支部 

www.jica-kitakantou.org 

 

日本産業カウンセラ

ー協会北関東支部 

048-823-

7801 

両立支援キャリアカウンセリング 

https://www.jica-kitakantou.org 

 

日本キャリア開発協

会 

03-6661-

6221 

 

両立支援コーディネーター研修（労働者健康安全機構） 

https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/2126/Default.aspx 

 

 

 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0815/rodo/seikatsu-ryouritsu/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantiryoutosigotonoryouritusien.html
https://www.saitamas.johas.go.jp/consultation/consultation05.html
https://www.saitamakai.or.jp/soudan/sogo.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesaku/jakunen.html
http://www.jica-kitakantou.org/
https://www.jica-kitakantou.org/
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/2126/Default.aspx
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埼玉県疾病対策課の取組

●がんワンストップ相談の実施

がん患者の就労支援のため、看護師・医療ソーシャルワーカー・両立支援

促進員による相談事業を月２回夜間に実施しています。

令和５年７月から、対面による相談を再開し、対面・電話・オンラインで

の相談を受け付けております。

事業実施にあたっては、県内企業への事業周知や市町村広報での周知を実

施するほか、令和５年８月には埼玉高速鉄道の駅構内でのポスター掲出を行

いました。

【実績】月2回年24回相談会を実施、R4 32件、R5 15件(8月末時点)の相談を受付。

●がん検診受診促進宣言登録制度

各職場でのがん検診の受診や、従業員の治療と仕事の両立支援を進めてい

ただくことを目的とする登録制度を令和２年度より実施しております。

県ホームページから申請いただいた事業者へは宣言書を送付し、事業所内

での掲出をお願いしているほか、メールマガジンによりがんに関する情報発

信や、県で実施するセミナーのご案内などを行っています。

このほか、がん治療と仕事の両立支援に関する事業者向け

パンフレットも作成し、県ホームページにて掲載しております。

【実績】令和5年8月末時点で216の事業所が宣言している。
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埼玉県地域両立支援推進チームの取組に関する計画 

 

令和４年12月 27日制定 

１ これまでの取組、現状及び課題 

埼玉県地域両立支援推進チーム（以下「推進チーム」という。）は、平成29年９月19

日に発足して以来、周知啓発用リーフレット及びポスターの作成・配布、セミナーの開

催等の取組を行ってきたところである。 

しかしながら、最近の各種調査結果から、治療と仕事の両立支援（以下「両立支援」

という。）の状況を見ると、 病気休暇制度のある企業（常用雇用者30人以上民営企業）

の割合がわずかな増加にとどまっている。また、がんの治療や検査のために通院する必

要がある場合、働き続けられる環境だと思う人の割合が37.1％（令和元年）と依然とし

て半数にも満たない状況である（内閣府「がん対策・たばこ対策に関する世論調査」）。 

このように、両立支援の取組状況は未だ十分でなく、推進チームとして、なお一層積

極的に両立支援の周知啓発に取り組む必要があることから、推進チームの取組について

計画を定め、構成員の連携の下、具体的な取組を推進することとする。 

２ 計画期間 

推進チームの取組計画は、令和４年度から令和８年度までの５か年とする。 

３ 目標 

（１）県内に広く両立支援の機運の醸成を図る。 

（２）両立支援を必要とする労働者の働きやすい環境整備を推進するため、「事業場に

おける治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」（以下「両立ガイドライン」

という。）の取組について、県内企業への浸透を図る。 

（３）各相談支援機関において両立支援に係る相談があった場合に、他の相談支援機関

との連携が円滑にできるよう、連携スキームを確立し、運用を図る。 

４ 具体的な取組事項 

下記（１）ないし（４）の取組を（５）の実施体制を構築し、別紙工程表に沿って取

り組む。 

（１）各種支援施策の周知媒体の作成・連携体制の構築 

各種支援を受ける労働者（患者）及び事業者の利便性向上を図るため、次の取組を

行う。 

① 推進チームの各構成員が実施する各種支援施策をとりまとめた「治療と仕事の両

立支援のための相談窓口」のリーフレット・ポスターを随時更新する。 

② 推進チームの取組の発信力を強化するため、情報の一元化を図り、埼玉産業保健

総合支援センターのホームページ内に両立支援推進チームの特設ページを作成す

る。構成員は同特設ページのリンクを設定する。 

③ 相談を受けた構成員が相談内容を踏まえて、他の相談支援機関に適切につなぐこ

とができるよう相談窓口の担当者連絡先一覧を整備するなど、相談者の利便性向

上につながる相談支援機関の連携策を検討し、相談支援機関間の連携を強化する。 

（２）好事例の収集 

好事例の収集を行い、県内企業の両立支援の取組の推進を図るため、次の取組を行

う。 

shigenohkta
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①構成員が支援に携わった企業・団体の中で好事例があれば、当事者の了承を得た上

で構成員に共有する。 

②原則、報告した構成員が取材の内諾を得て、取材日程等の調整を行う。 

③構成員に対し参加希望者を募り、訪問取材を行う。 

④事務局のとりまとめで好事例集（※１）を作成する。 

⑤「治療と仕事の両立支援ナビ」ポータルサイトへの掲載依頼を行うとともに、上記

（１）の各種支援施策の一つとして発信する。 

※１ 両立支援ナビに掲載する事例と同等の内容を想定 

（３）セミナー・イベントの開催 

県内企業に対し、両立支援の取組を浸透させるため、次の取組を行う。 

①各構成員が開催する両立支援を主題としない既存セミナー・イベント（※２）を活

用しリーフレットを配布する等により周知する。 

②各構成員が開催する両立支援を主題とする既存セミナー・イベント（※３）につい

て、推進チームの取組を強力に発信するため、推進チーム主催又は共催としてのセ

ミナー・イベントの開催を検討する。 

③上記の各種セミナー・イベントを通じ、労働者（患者）向けの各種支援施策に加え、

事業者向けの両立ガイドライン、病気休暇制度の普及、上記（２）で作成する好事

例の周知を図る。 

※２ 両立支援を主題としない既存セミナー・イベントの例 
・健康経営セミナー（健康経営埼玉推進協議会主催） 
・産業保健セミナー（埼玉産業保健総合支援センター主催） 
・埼玉県ＳＡＦＥ協議会（埼玉労働局主催） 
・産業安全衛生大会（埼玉労働災害防止関係団体等連絡協議会主催） 
・安全衛生大会（各事業者団体主催） 
・埼玉県労働セミナー（埼玉県多様な働き方推進課主催） 
・産業医研修会（一般社団法人埼玉県医師会主催） 
・中小企業支援セミナー（埼玉県社会保険労務士会主催） 
・会員向け業務研修会（埼玉県社会保険労務士会主催） 

 ※３ 両立支援を主題とする既存セミナー・イベントの例 
・治療と仕事の両立支援セミナー（埼玉産業保健総合支援センター主催） 
・治療と仕事の両立支援セミナー（埼玉県社会保険労務士会主催） 

（４）健康経営施策との連携 

事業者が行う両立支援の取組は、労働者の健康管理全般の取組の一つとして取り組

まれるものであることから、労働者の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践

する「健康経営」との連携を推進するため、次の取組を行う。  

①埼玉県内の各種健康経営認定制度と両立支援の連携など、埼玉県内の各種健康経営

施策との連携を検討する。 

②健康経営施策と連携することにより、健康経営の推進と合わせて両立支援の推進を

図る。 

（５）実施体制 

上記（１）ないし（４）の取組を推進するため、次のとおり実施体制を構築する。 

①上記（１）は、各種支援施策を行う構成員 

②上記（２）は、好事例として推薦した構成員を中心に、必要に応じ作業部会を設置

（設置を行う際には、構成員あて作業部会設置の連絡を行うこととする） 

③上記（３）は、セミナー・イベントを開催する構成員を中心とする作業部会を設置 

④上記（４）は、主に埼玉産業保健総合支援センター、埼玉労働局及び埼玉県が実施 
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R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度

（１）各種支援施策
の周知媒体の作成・
連携体制の構築

（２）好事例の収集

（３）セミナー・イ
ベントの開催

（４）健康経営施策
との連携

①随時更新

②特設ページ作成等 ②随時更新

①随時共有
②取材の内諾

③参加者調整
④好事例の作成

⑤掲載依頼
⑥発信

②
③

④

⑤

①リストアップ
①実績とりまとめ

②検討・調整
②作業部会検討

③開催

②

③

②

③

②

③

① ① ①

①連携施策の洗い出し

①連携方法の検討・調整
②両立支援の推進

①更なる連携

②

①

②

①

②

①

③連携策の検討 ③連携策の実施

別紙
埼玉県地域両立支援推進チームの取組に関する計画

４ 具体的な取組事項の工程表




